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。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
他
都
府
県
か
ら
沖
縄
県
へ
の
機
動
隊
派
遣
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
、
六
、
九
及
び
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
沖
縄
県
公
安
委
員
会
か
ら
の
援
助
要
求
」
及
び
「
派
遣
に
伴
う
経

費
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
八
月
八
日
内
閣
衆
質
一
九
一
第
一
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い

う
。
）
一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
警
察

庁
が
、
平
成
二
十
八
年
七
月
十
一
日
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
あ
ら
か
じ
め
、
沖
縄
県
警
察
か
ら
連
絡
を
受
け
、
同
日
、
警
視
庁
等
に
対
し
て
発
出
し
、
必
要
な
調
整
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
議
員
の
質
問
に
対
し
て
明
ら
か
に
事
実
と
異
な
る
答
弁
を
行
っ
た
」
、
「
警
察
法
第
六
十
条
第

二
項
の
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
の
関
わ
り
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る
」
、
「
明
ら
か
に
警
察
法
の
趣
旨
に
反
し
た
も

の
で
あ
る
」
等
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
「
援
助
要
求
の
決
定
」
に
つ
い
て
の
沖
縄
県
公
安
委
員
会
の
議
決
は
、

持
ち
回
り
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
事
務
に
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る

一



自
治
事
務
と
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
法
定
受
託
事
務
と
が
存
在
す
る
。
い
ず
れ
の
事
務
に
対
し
て
も
、
警
察
法
第
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
察
庁
長
官
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
そ
の
管
理
下
に
あ
る
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
一

定
の
関
与
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
通
知
は
、
警
察
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
五
条
第
四
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
警
察

行
政
に
関
す
る
調
整
の
一
つ
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
「
派
遣
に
伴
う
日
当
、
宿
泊
費
、
交
通
費
等
」
に
つ
い
て
は
、
警
察
法
第
三
十

七
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
国
庫
が
支
弁
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ガ
ソ
リ
ン
代
や
高
速
道
路
代
、
修
理
費
」
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
「
派
遣

に
伴
う
日
当
、
宿
泊
費
、
交
通
費
等
」
に
は
該
当
せ
ず
、
沖
縄
県
が
支
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
六
都

府
県
」
又
は
沖
縄
県
の
い
ず
れ
が
負
担
す
る
か
警
察
法
上
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
適
切
に
支
出
し
た

二



も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
そ
の
支
出
が
法
令
違
反
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

十
二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
住
民
や
県
民
を
犯
罪
者
や
犯
罪
組
織
の
一
員
と
し
か
見
て
い
な
い
」
と
の
認
識
は
な
い
。

十
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
公
安
委
員
会
へ
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
機
能
の
付
与
」
に
係
る
規
定
は
、
内
閣
の
重
要
政

策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
警
察
庁
長

官
の
都
道
府
県
警
察
の
指
揮
監
督
権
」
及
び
「
警
察
行
政
に
関
す
る
調
整
」
に
係
る
規
定
は
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
統
一

の
と
れ
た
警
察
運
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
一
定
の
関
与
を
行
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


